
３.３ ネットワーク路線の選定手順 

 下記の手順により、ネットワーク路線を選定する。各ステップを図3-1～図3-9に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ネットワークの候補路線①～⑥を選定   

 
 
 

①～⑥路線の図を重ねて、ネットワーク候補路線図を作成   

 
 
 

■ ネットワーク候補路線図に⑦路線を追加。 

■ 下記の条件のいずれかに該当する路線を除外する。 

    １．歩道や路側帯（有効幅員概ね１ｍ以上）が設置されて

いない、または設置が困難※１ 

    ２．車道幅員が概ね３ｍ未満（歩道や路側帯が道路の 

片側にしかない場合は概ね４ｍ未満）※２ 

    ３．自動車が通行できない道路・河川管理用通路・緑道で

      有効幅員が概ね４ｍ未満※３ 

４．ネットワーク路線に選定することでネットワークの 

密度が高くなる 

    ５．私道  

６．上記１～５の路線に接続するなどの理由により、連続

性の確保が困難 

ただし、特に事故が多く整備の必要性が高い路線や、 

ネットワーク形成上必要な路線は除外の対象としない。 

 
 
 

自転車ネットワーク路線図（ネットワーク路線の決定） 

 

※１ 歩道や路側帯（有効幅員概ね１ｍ以上）が設置されていない路線は、歩行者が車道を通行して
いる状況が見られるため、歩行者の安全を考慮し除外する。 

※２ 車道幅員が概ね３ｍ未満（歩道や路側帯が道路の片側にしかない場合は概ね４ｍ未満）の路線
は、車道内での自転車と自動車のすれ違いが難しく、自転車が路側帯など道路端部を通行する
可能性が高いため、歩行者の安全を考慮し除外する。 

※３ 歩行者と自転車の通行空間を分離するには、有効幅員が概ね４ｍ（歩行者分２ｍ＋自転車分２
ｍ）以上必要であるため、これに満たない路線は除外する。 
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